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(57)【要約】
　本発明は、一つの第一、並びに、一つの第二オプトロ
ニクス５，６－但し該第一及び第二オプトロニクス５，
６はそれぞれ一つの光学系と画像センサーを包含してい
る－を備えた車両２の周辺部を撮影するための車載カメ
ラ手段３であって、該第一オプトロニクス５が、周辺部
の第一捕捉領域７を、該第二オプトロニクス６は、第二
捕捉領域８を撮影するように構成されているが、該第一
と第二オプトロニクス５，６が、捕捉領域７，８の重複
区域９を含む大きさの異なる画角α１，α２を有してい
ること、該第一オプトロニクス５によって撮影された重
複区域９が、第一捕捉領域７の他の領域とは異なる角解
像度ｘ１を有していることを特徴とする車載カメラ手段
に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つの第一、並びに、一つの第二オプトロニクス（５，６）－但し該第一及び第二オプ
トロニクス（５，６）はそれぞれ一つの光学系と画像センサーを包含している－を備えた
車両（２）の周辺部を撮影するための車載カメラ手段（３）であって、
　該第一オプトロニクス（５）が、周辺部の第一捕捉領域（７）を、該第二オプトロニク
ス（６）は、第二捕捉領域（８）を撮影するように構成されているが、該第一と第二オプ
トロニクス（５，６）が、捕捉領域（７，８）の重複区域（９）を含む大きさの異なる画
角（α１，α２）を有していること、
　該第一オプトロニクス（５）によって撮影された重複区域（９）が、第一捕捉領域（７
）の他の領域とは異なる角解像度（ｘ１）を有していることを特徴とする車載カメラ手段
。
【請求項２】
　第一オプトロニクス（５）によって撮影された重複区域（９）が、第一捕捉領域（７）
の他の部分よりも低減された角解像度（ｘ１）を有していることを特徴とする請求項１に
記載の車載カメラ手段（３）。
【請求項３】
　第一オプトロニクス（５）によって撮影された重複区域（９）が、最大１０ピクセル／
度の角解像度で実施されていることを特徴とする請求項１あるいは２に記載の車載カメラ
手段（３）。
【請求項４】
　第一オプトロニクス（５）によって撮影された重複区域（９）が、第二オプトロニクス
（６）によって撮影された重複区域（９）よりも低い角解像度（ｘ１）で撮影されること
を特徴とする先行請求項のうち何れか一項に記載の車載カメラ手段（３）。
【請求項５】
　第二オプトロニクス（６）によって撮影された重複区域（９）が、最低２０ピクセル／
度の角解像度（ｘ１）で実施されていることを特徴とすることを特徴とする先行請求項の
うち何れか一項に記載の車載カメラ手段（３）。
【請求項６】
　第一オプトロニクス（５）が、第二オプトロニクス（６）よりも大きな画角（α２）で
実施されていることを特徴とする先行請求項のうち何れか一項に記載の車載カメラ手段（
３）。
【請求項７】
　第一オプトロニクス（５）が、最低８０度の水平画角（α１）で実施されていることを
特徴とする先行請求項のうち何れか一項に記載の車載カメラ手段（３）。
【請求項８】
　第一オプトロニクス（５）によって撮影された重複区域（９）が、中心画像領域であり
、残りの領域が、該中心画像領域を取り囲む第一捕捉領域（７）の周縁画像領域であるこ
とを特徴とする先行請求項のうち何れか一項に記載の車載カメラ手段（３）。
【請求項９】
　第二捕捉領域（８）が、重複区域（９）に相当することを特徴とする先行請求項のうち
何れか一項に記載の車載カメラ手段（３）。
【請求項１０】
　第二オプトロニクス（６）が、最低２０度、及び／或いは、最大５０度の水平画角（α
２）で実施されていることを特徴とする先行請求項のうち何れか一項に記載の車載カメラ
手段（３）。
【請求項１１】
　先行請求項のうち何れか一項に記載の車載カメラ手段（３）によって撮影された車両（
２）の周辺部の捕捉領域（７，８）からオブジェクト認識を実施するための運転手アシス
タント装置（１）。
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【請求項１２】
　該運転手アシスタント装置（１）が、撮影された捕捉領域（７，８）から、信号、走行
レーン、交通標識、及び／或いは、他の交通参加者の評価を実施できるように構成されて
いることを特徴とする請求項１１に記載の運転手アシスタント装置（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１のプレアンブルに係る車両の周辺部を撮影するための車載カメラ手
段に関する。本発明は更に、この様な車載カメラ手段を備えたオブジェクト認識のための
運転手アシスタント装置にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　一台乃至複数台のカメラを装備した運転手アシスタント装置は、動力車両の周辺部、例
えば、走行レーン、交通標識、信号、並びに、その他の交通参加者の評価のために使用さ
れる。これらのカメラは、通常、該動力車両の走行方向前方にある領域内の画像捕捉の役
割を果たす。この様なカメラは、一般的には、開口角度４０度から４５度を有している。
【０００３】
　交差点における交通参加者の認識や一列目に停止した際の信号認識など、将来的なアプ
リケーションでは、近距離撮影において画像の周辺領域にあるオブジェクトも捕捉できる
ように、可能な限り広い、水平開口角としても既知な、開口角度が必要とされる。それに
対して、例えば、高度に自動化された走行では、オブジェクトと道路ストラクチャを遠方
からも認識できなくてはならず、これには、十分な角分解能が必要である。
【０００４】
　文献ＤＥ　１０　２０１１　１０３　３７８　Ｂ３からは、各々、あるシーンの異なる
領域を、バリアブルな対象距離において走査するように構成された複数の画像センサー類
を有しているカメラを備えた監視手段が既知である。該画像センサー類は、それぞれ一つ
の、対象距離に関係なく、同じ解像度を提供する光学系を備えており、但し、該画像セン
サー類は、其々、異なる固定焦点距離のオブジェクトを有する異なる対象距離用に定めら
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ＤＥ　１０　２０１１　１０３　３７８　Ｂ３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　よって、本発明の課題は、可能な限り広い捕捉領域とオブジェクト認識のために十分な
角分解能をもって、車両の周辺部の捕捉を可能にする改善された車載カメラ手段を提案す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この課題は、請求項１の特徴を有する車載カメラ手段、並びに、請求項１２の特徴を有
する運転手アシスタント装置によって解決される。本発明の有利な、乃至、好ましい実施
形態は、従属請求項、以下の明細、並びに、図によって示される。
即ち、本発明によって、車両の周辺部の撮影を実施するための車載カメラ手段が、提案さ
れる。ここで言う周辺とは、特に、車両の前方である。好ましくは、該車載カメラ手段は
、一つの運転手アシスタント装置内に内蔵できる、或いは、これと接続自在であるが、こ
こでは、該運転手アシスタント装置は、該車載カメラ手段が提供する画像データからオブ
ジェクトを認識することができるように構成されていることが特に好ましい。尚、該車載
カメラ手段は、好ましくは、車両の内部空間のフロントガラスの後ろに配置され、走行方
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向に向けられたカメラである。
【０００８】
　周辺部の撮影のために、該車載カメラ手段は、第一及び第二オプトロニクスを包含して
いる。第一及び第二オプトロニクスは、それぞれ、一つの光を投影するための光学系と、
該光学系によって投影された光を捕捉するための少なくとも、或いは、正に一つの画像セ
ンサーを有している。好ましくは、第一及び第二オプトロニクスの光学系は、固定焦点距
離に構成されている。例えば、第一と第二オプトロニクスは、一緒に、車載カメラ手段の
ハウジング内に配置されている。二つのオプトロニクスを車載カメラ手段のハウジング内
に内蔵することにより、車両内における配置用に、コンパクトで場所を節約する構成とす
ることができる。好ましくは、第一と第二オプトロニクスは、同じ視角において互いに接
近して、特に好ましくは、隣同士、或いは、上下に配置されている。ここで言う「接近し
て」とは、視線方向に対して横向きの間隔が、例えば、最大１０センチメートル、特に好
ましくは、最大５センチメートル、特別には、最大１センチメートルであると解釈できる
。特に好ましくは、第一と第二オプトロニクスの光学軸は、互いに平行である。
【０００９】
　第一オプトロニクスは、第一捕捉領域を撮影するように構成され、第二オプトロニクス
は、周辺領域の第二捕捉領域を撮影するように構成されている。特に、各オプトロニクス
の画像センサーと光学系の双方によって水平及び垂直画像角度が決まるが、これら水平及
び垂直画像角度は、捕捉領域に、張られている。特に、該車両カメラ装置は、第一と第二
捕捉領域が、互いに独立して撮影され処理されるように、及び／或いは、互いに独立して
画像データとしてオブジェクト認識のために運転手アシスタント装置に送信されるように
構成されている。
【００１０】
　第一及び第二オプトロニクスは、異なる大きさの画像角を有している。特に好ましくは
、第一及び第二オプトロニクスは、捕捉領域が、特に水平方向において異なるように、異
なる大きさの水平画像角を有している。代案的、或いは、オプション的捕捉として、第一
及び第二オプトロニクスは、捕捉領域が、鉛直方向において異なるように、異なる大きさ
の垂直画像角を有している。捕捉領域の異なる大きさの画像角によって、車両の異なる周
辺領域内のオブジェクトの捕捉が、一つの車載カメラ手段によって実施可能になる。
【００１１】
　第一及び第二オプトロニクスによって撮影された捕捉領域は、重複区域を有している。
即ち、ここで言う「重複区域」とは、第一及び第二捕捉領域が、重なり合っている領域の
ことである。特に、第一及び第二オプトロニクスによって撮影された重複区域において、
同一の周辺領域が描写されていることが好ましい。言い換えれば、第一及び第二捕捉領域
の重複区域は、それぞれ、同じ画像内容を有する画像部分である。好ましくは、第一及び
第二オプトロニクスによって撮影された重複区域は、同じ水平、及び／或いは、垂直画像
角を、そして、代案的、或いは、オプション的捕捉として同じ焦点距離を有している。
【００１２】
　該第一オプトロニクスは、第一オプトロニクスによって撮影された重複区域が、異なる
角解像度を、特に好ましくは、第一捕捉領域の他の部分と比較して低めの角解像度を有す
るように構成されている。これにより、重複区域においては、第一オプトロニクスによっ
て捕捉された第一捕捉領域の他の部分と比較して異なる角解像度となることを実現してい
る。異なる角解像度を得るために、例えば、画像センサーは、重複区域を撮影する領域で
は異なる、特に好ましくは、他の撮影部分と比較して低めの解像度となるような構造に実
施されている。このような形態には、一定の角解像度を有する構造的にシンプルな、よっ
て低価格な光学系を採用することが可能であると言う長所がある。代案の一例として、画
像センサーは、一定のピクセル／ｃｍ解像度とし、光学系を、重複区域内において、第一
捕捉領域の他の領域とは異なる角解像度が実現されるように構成することも可能である。
【００１３】
　捕捉領域が重なり合うことにより、一つの周辺領域が、二回カバーされるため、オブジ
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ェクト認識では、双方の捕捉領域うちの一つの重複区域のみを評価することが可能である
。この様な背景に基づいて、重複区域において角解像度を変更する、特に好ましくは、低
減することにより、第一捕捉領域の処理に必要な計算負荷を必要最小限に留められると言
う長所が得られる。逆に、第一捕捉領域の他の領域を、特に角解像度を高めて撮影するこ
とにより、仮想ピクセル増加など、付加的な画像処理を施すことなくオブジェクト認識が
可能になる。
【００１４】
　いずれにせよ重複区域は、異なる撮影優先事項を有する第一と第二オプトロニクスから
構成されることができると言う長所を有している。即ち、例えば、第一オプトロニクスを
、可能な限り大きな捕捉領域を有するように構成し、例えば、交差点領域において早期に
交差する交通参加者を認識するために、乃至、最前列にいる時でも信号認識ができるよう
にするために必要となり得る周辺領域も捕捉できるようにすることが可能である。一方、
第二オプトロニクスによれば、重複区域の詳細な撮影が可能であり、近距離領域、例えば
、１から５０メートルにある撮影オブジェクトのみならず、遠距離領域、例えば、５０か
ら５００メートルにある撮影オブジェクトをも認識可能である。その結果、唯一の車載カ
メラ手段によって、異なる距離領域だけでなく、車両の異なる周辺領域においても、オブ
ジェクト認識を実施できる。
【００１５】
　好ましい発展形態によれば、第一オプトロニクスによって撮影された重複区域は、最大
でも１０ピクセル／度、特に好ましくは、最大でも５ピクセル／度を有している。代案的
、或いは、オプション的捕捉として、第一捕捉領域の他の領域では、少なくとも３０ピク
セル／度、特に好ましくは、少なくとも４０ピクセル／度の角解像度を有している。この
様にして、第一オプトロニクスは、重複区域において低い、第一捕捉領域の他の部分にお
いては、高い結像精度を実現している。この様にして、第二オプトロニクスによって捕捉
されていない部分領域のみが、オブジェクト認識用の高い解像度クオリティによって用意
される。
【００１６】
　本発明の可及的・具体的実施においては、第一オプトロニクスによって撮影された重複
区域は、第二オプトロニクスによって撮影された重複区域よりも低い角解像度である。第
二オプトロニクスによって撮影された重複区域は、例えば、少なくとも２０ピクセル／度
、特に好ましくは、少なくとも４０ピクセル／度、特別には、少なくとも８０ピクセル／
度の角解像度を実現している。この様にすることで、第二オプトロニクスは、重複区域の
高い結像精度を達成している。
【００１７】
　構造面からは、第一オプトロニクスは、好ましくは、広い画角で、特別には、第二オプ
トロニクスよりも広い水平方向の、及び／或いは、垂直方向の画角で構成されている。そ
の結果、第一オプトロニクスは、第二オプトロニクスと比較して拡張された捕捉領域を有
している。より大きな画角により、車両近辺、特に、車載カメラ手段の捕捉領域の側方部
、及び／或いは、上方部にある車両前方のオブジェクト、例えば、交差して来る車両や、
車両近くにある信号なども捕捉可能になる。例えば、第一捕捉領域は、最低１００度、特
に好ましくは最低１２０度、特別には、最低１３０度の水平画角を有する第一オプトロニ
クスによって撮影される。代案的、或いは、オプション的捕捉として、第一捕捉領域は、
最低４０度、特に好ましくは最低５０度、特別には、最低６０度の垂直画角において撮影
することも想定できる。
【００１８】
　ある特に好ましい実施形態においては、第一オプトロニクスによって撮影された重複区
域が、中心画像領域であり、該第一捕捉領域の残りの領域が、該中心画像領域を取り囲む
第一捕捉領域の周縁画像領域である。該中心画像領域は、特に好ましくは、車載カメラ手
段の視野の中央部分領域である。好ましくは、該中心画像領域と周縁画像領域は、第一オ
プトロニクスの光学軸に対して同心に配置されている。第一オプトロニクスは、特に好ま
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しくは、中心画像領域内に、自車両の前方の道路交通、例えば、前を走行している車両、
並びに、周縁画像領域内に、周辺領域の道路交通、例えば、交差して来る車両を捕捉する
様に構成されている、及び／或いは、配置されることができる。即ち、この様な構成形態
では、該中心画像領域は、周縁画像領域と比較して異なる、特別には、削減された角解像
度によって実現されている。その結果、第一オプトロニクスによって周縁画像領域におい
て高い結像精度が実現できるため、前述した信号認識や交差する車両などのオブジェクト
認識が可能になる。
【００１９】
　本発明の更なる特に好ましい形態では、第二捕捉領域は、重複区域に相当する。言い換
えれば、第二捕捉領域では、第一オプトロニクスと一致する重複区域のみが撮影される。
特に好ましくは、第二オプトロニクスによって撮影された重複区域は、第一オプトロニク
スによって撮影された中心画像領域と一致している。この様にすることで、中心画像領域
内の異なる距離領域の、例えば、走行レーン、交通標識、或いは、前方を走行している車
両などを、第二オプトロニクスによって、ここで必要とされる角解像度で撮影することが
可能になる。これにより、正確かつ堅牢なオブジェクト認識が可能になる。
【００２０】
　特に好ましくは、該第二オプトロニクスは、最低３０度、及び／或いは、最大５０度の
水平画角、及び／或いは、垂直画角で構成されている。該光学系によれば、第二捕捉領域
は、明るく、且つ、収差の無い、乃至、非常に小さい結像精度を、低コストに実現できる
ため、この様な制限された画角は、利点である。その結果、近距離領域と遠距離領域にお
けるオブジェクト認識を、歪みを取り除くなどの更なる画像処理を施す必要なく実施でき
る。
【００２１】
　本発明は、更なる対象として、車輌の周辺部の上記明細に係る車載カメラ手段によって
撮影された捕捉領域からオブジェクト認識をするための運転手アシスタント装置にも関す
る。特に好ましくは、該運転手アシスタント装置は、車載カメラ手段を備えている、乃至
、これと接続されている、乃至、これが、車載カメラ手段のハウジング内に内蔵されてい
る。ここで言う、認識されるべきオブジェクトとは、好ましくは、信号、走行レーン、交
通標識、及び／或いは、他の交通参加者などである。
【００２２】
　運転手アシスタント装置は、好ましくは、画像評価手段を包含しているが、該車載カメ
ラ手段は、該画像評価手段と、撮影された捕捉領域を伝達するための接続されている。該
画像評価手段は、特に好ましくは、車載カメラ手段から伝達された画像データ内に含まれ
ているオブジェクト、特に、信号、走行レーン、交通標識、及び／或いは、他の交通参加
者を評価できるように構成されている。ここでは、例えば、画像評価手段が、第一及び第
二捕捉領域を、互いにに独立して評価することも可能である。一方、車載カメラ手段を、
第一及び第二捕捉領域が、全容画像に統合されるが、特に好ましくは、第一捕捉領域の重
複区域を第二捕捉領域の重複区域によって置き換えるように構成することも可能である。
尚、全容画像を表示用に出力することが想定されて行場合は、該全容画像が、観察者から
見て歪んでいないように補間することも可能である。
【００２３】
　本発明の更なる特徴、長所、及び、作用は、好ましい実施例の以下の説明によって示さ
れる。図の説明：
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】車載カメラ手段を包含する運転手アシスタント装置を備えた動力車両を上面図と
して示し；
【図２】図１から第一と第二捕捉領域を撮影さるための車載カメラ手段を示し；
【図３】図２の第一捕捉領域の角解像度を、水平画角に沿ってプロットし模式的に示し；
【図４】図２の第二捕捉領域の角解像度を、水平画角に沿ってプロットし模式的に示し；
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【図５】図２の第一と第二捕捉領域の角解像度を、水平画角に沿ってプロットし模式的に
示している。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　互いに対応する部分は、全ての図において同じ符号がつけられている。
【００２６】
　以下に例として記載され、図１に示した運転手アシスタント装置１は、車両２内に配置
され、車載カメラ手段３を包含している。該車載カメラ手段３は、車両２の周辺部を撮影
することができるように構成されている。ここで言う周辺とは、車両２の車両前領域であ
る。該車載カメラ手段３は、撮影された画像データを転送するために、運転手アシスタン
ト装置１の画像評価手段４と接続されている。図１に模式的に示したのとは異なり、該画
像評価手段は、車載カメラ手段３のハウジング内に内蔵されていることができる。該画像
評価手段４は、車載カメラ手段３から伝送された画像データから、例えば、信号、走行レ
ーン、及び／或いは、交通標識等のオブジェクトを認識し、対応する出力シグナルを出力
できるように構成されている。
【００２７】
　図２に模式的に示した如く、該車載カメラ手段３は、車両２の周辺部を撮影できる様に
構成された一つの第一、並びに、一つの第二オプトロニクス５，６を包含している。第一
及び第二オプトロニクス５，６は、それぞれ一つの光学系並びに画像センサーを包含して
いる。例えば、第一及び第二オプトロニクス５，６は、それぞれモノカメラとして構成さ
れている。車両２内において車載カメラ手段３を目立たない形態とするため、双方のオプ
トロニクス５，６は、例えば、一緒に一つのハウジング内に配置されている。ここでは模
式的にしか示されていないが、これら二つのオプトロニクス５，６は、互いに隣り合って
配置されているが、これら二つのオプトロニクス５，６を互いに上下に配置することも可
能である。
【００２８】
　該第一オプトロニクス５は、周辺領域の第一捕捉領域７を撮影するように構成され、第
二オプトロニクス６は、その第二捕捉領域８を撮影するように構成されている。オプトロ
ニクス５，６のそれぞれの光学系は、捕捉領域７，８が、例えば、アスペクト比、或いは
、歪みによって区別できるように異なる構成になっている。第一及び第二オプトロニクス
５，６は、捕捉領域７，８を、異なる水平画角α１，α２で撮影できるように構成されて
いる。ここでは図示されていないが、代案的、或いは、オプション的捕捉としては、捕捉
領域７，８を異なる大きさの水平画角のオプトロニクス５，６によって撮影することも可
能である。
【００２９】
　該第一捕捉領域７の水平画角α１は、第二捕捉領域８のそれよりも大きいように構成さ
れている。例えば、第一捕捉領域７は、最低１００度の水平画角α１において撮影される
。該第二捕捉領域８は、例えば、最大５０度の水平画角α２において撮影される。これに
より、第一捕捉領域７には、第二捕捉領域８内よりも大きな周辺領域が描かれている。異
なる大きさの画角に対しては、捕捉領域７．８内において、異なる距離や周辺領域におい
てオブジェクト認識を実施できると言うオプトロニクス５，６の一つの構成形態が可能で
ある。
【００３０】
　第一と第二第捉領域７，８は、重複区域９を有している。ここで言う重複区域９とは、
双方の捕捉領域７，８が、重なり合っている領域のことである。捕捉領域７，８の重複区
域９内には、特に好ましくは、同じ周辺領域が描写されている。第一捕捉領域７の重複区
域９が、第一捕捉領域７の部分区域に過ぎないのとは異なり、第二捕捉領域８は、重複区
域９そのものを形成している。よって、第二捕捉領域８の垂直と水平の画角α２は、重複
区域９の垂直と水平の画角α２に相当している。
【００３１】
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　この実施形態においては、第一オプトロニクス６によって撮影された重複区域９が、中
心画像領域であり、残りの領域が、該中心画像領域を取り囲む第一捕捉領域７の周縁画像
領域である。該第一オプトロニクス６は、例えば、中心画像領域内に、前方の道路交通、
例えば、前を走行している車両、並びに、周縁画像領域内に、周辺領域の道路交通、例え
ば、自車両２に対して交差して来る車両を捕捉する様に構成されている、及び／或いは、
配置されている。
【００３２】
　この実施例では、中心画像領域である重複区域９内のオブジェクト認識では、捕捉領域
７，８において撮影された重複区域９の何れか一方の評価しか必要ない。この様な背景に
基づいて、第二捕捉領域８の重複区域９が、オブジェクト認識用に評価されることが想定
されている。この重複区域９の評価は、第二捕捉領域８が、第一捕捉領域７よりも小さな
画角αを有しているため有利である。制限された画角には、第二オプトロニクス６により
、重複区域９内において、歪みが無い、乃至、非常に少ない高い結像精度が得られると言
う長所がある。
【００３３】
　図３においては、第一オプトロニクス５によって撮影された捕捉領域７は、水平画角α
１で、描かれている。オブジェクト認識のためには、第二オプトロニクス６によって撮影
された重複区域９が評価されるため、第一オプトロニクス５は、ここでは中心画像領域で
ある重複区域９を、ここでは周縁画像領域である他の領域よりも低減した角解像度で撮影
する。即ち、捕捉領域７は、第一オプトロニクス５によって異なる角解像度で撮影される
。この様にすることで、周縁画像領域のオブジェクト認識用に十分な角解像度を確保する
一方、第一捕捉領域７用の画像処理負担も低減できる。
【００３４】
　第一オプトロニクス５は、例えば、重複区域９の角解像度ｘ１が、第一オプトロニクス
５の光学軸Ａから周縁画像領域まで、回転対称に増加するように構成されている。この実
施例では、第一オプトロニクス５は、重複区域９の角解像度ｘ１が、第一オプトロニクス
５の光学軸Ａから周縁画像領域への移行部に至るまで水平画角α１に沿って指数的に増加
するように構成されている。可能な代案としては、角分解能ｘ１を光学軸Ａから周縁画像
領域への移行部に至るまで、直線的に増加させる、或いは、周縁画像領域の移行部まで増
加させない例も挙げることができる。例えば、角解像度ｘ１の最低値、乃至、移行区域９
全体の角解像度ｘ１は、５ピクセル／度である。
【００３５】
　更に、第一オプトロニクス５は、周縁画像領域を均一に分布された角解像度ｘ２で撮影
する様に構成されている。例えば、周縁画像領域の角解像度ｘ２が、２０ピクセル／度で
ある場合、周縁画像領域の鮮明な描写が実現される。
【００３６】
　図４においては、第二オプトロニクス６によって撮影された捕捉領域８は、水平画角α
２で、描かれている。該第二オプトロニクス６は、重複区域９を形成する第二捕捉領域８
を均一に分散された角解像度ｘ１で撮影する。例えば、重複区域９の角解像度ｘ１は、４
０ピクセル／度である。この様にすることで、重複区域９の鮮明な描写が実現され、その
結果、中心画像領域の信頼性あるオブジェクト認識が可能となる。この様にすることで、
中心画像領域内にあるオブジェクトは、例えば、前方を走る車両など近距離領域であって
も、例えば、道路標識など遠距離領域であっても認識することが可能になる。
【００３７】
　図５においては、第一及び第二オプトロニクス５，６によって撮影された捕捉領域７，
８は、水平画角α１，α２で、描かれている。この実施例では、第一捕捉領域７の周縁画
像領域の角解像度ｘ２は、第二捕捉領域８の角解像度ｘ２に相当している。第二捕捉領域
８が、第一捕捉領域７よりも小さな水平画角αを有しているため、画像処理負担は、第一
捕捉領域７よりも小さい。代案的に、第二捕捉領域８に、第一捕捉領域７の周縁画像領域
よりも高い角解像度ｘ１を持たせることも想定できる。この様にすることで、周縁画像領
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る。その結果、第二捕捉領域８用に高い計算負荷が必要になるものの、水平画角の制限に
よって実施可能であり、中心画像領域における詳細なオブジェクト認識が可能になる。こ
れは、例えば、２００メートル以上の遠距離領域におけるオブジェクト認識に有利である
。
【符号の説明】
【００３８】
１　　運転手アシスタント装置
２　　車両
３　　車載カメラ手段
４　　画像評価手段
５　　第一オプトロニクス
６　　第二オプトロニクス
７　　第一捕捉領域
８　　第二捕捉領域
９　　重複区域
ｘ１　重複区域の角解像度
ｘ２　周縁画像領域の角解像度
α１　第一オプトロニクスの水平画角
α２　第二オプトロニクスの水平画角
Ａ　　第一オプトロニクスの光学軸

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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